
４．児童福祉専門職員の目指す姿

千葉県児童福祉専門職員 人材育成基本方針の概要

２．人材育成基本方針策定の必要性

⚫ 県全体で児童虐待に関する対応力の向上が必要

⚫ 育成指導職員やマネジメント人材の計画的な育成が必要

⚫ 多様な業務経験からなるキャリアパスの見える化が必要

⚫ 700人を超える規模の児童福祉の現場職員の育成は、組織的・継継続的な

取り組みが必要

実効性のある人材育成に取り組むため、「人財発掘・キャリアアップ

プラン骨子」を具体化・拡充し、キャリアパスイメージの見える化や

多様な業務経験の促進等の取組とともに取組目標を定めた

「 千 葉 県 児 童 福 祉 専 門 職 員 人 材 育 成 基 本 方 針 」 を 策 定

３．方針策定の基本的な考え方

⚫方針の位置付け
県職員全体の人材育成の基本方針となる「人財開発基本方針」

の取組等に、児童福祉専門職員に特化して、上乗せする取組を
まとめたもの。取組期間は特に定めず、中長期的な視点から人材
育成の取り組みを進め、今後の社会情勢の変化に応じて、方針の
見直しを検討する。

⚫方針の目的
児童相談所等の機能強化のため、高い専門性を備え、柔軟で

広い視野を有する職員を計画的に育成する。

１．児童福祉専門職員を取り巻く現状

⚫ 児童虐待相談件数の高止まり
⚫ 児童相談所職員数が急増し、約半数の職員が経験年数5年未満
⚫ 児童相談所の新設等により見込まれるマネジメント人材の不足
⚫ 職域が限られ、キャリアの展望が見えにくい

広い視野を持って、こどもの未来を拓く

ためにチャレンジする職員

高い専門性を備え、冷静かつ信頼される

姿勢で行動できる職員

多様な機関との調整力を強みとし、円滑

なチーム連携を実践できる職員

支援の質の向上を目指し、知識・技術を

学び追求し、継承する職員
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５．方針の具体的な取組（主な内容）

⚫キャリアパスイメージの見える化
⚫市町村等との人事交流～多様な業務経験の推進

⚫専門能力と組織力を高める研修の充実
・中堅職員に対し、マネジメント能力向上のための研修を新規に企画
・職種別、経験年数別に求められる専門性向上に効果的な研修体系を再構築

⚫推進体制
・新たに「児童相談所等人材育成推進委員会」を設置
・各児童相談所、生実学校、富浦学園を構成員とし、研修の企画運営や課題の
共有を図り、計画的に人材育成を推進する。（人事部門をｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ参加）

児童相談所等人材育成推進委員会
（人事部門オブザーバー）

・研修の企画運営 ・SV研修の受講計画
・課題、情報共有 ・取組効果の検証 等

各児童相談所
生実学校
富浦学園

研修参加の働きかけ
アンケート実施等


